
 

 

 

七尾版GoToトラベル推進事業クーポン管理・配布等 

業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項 
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募 集 要 項 

 

１ 目的 

この要項は、七尾版GoToトラベル推進事業クーポン管理・配布等業務委託について、事業者を選

定するにあたり、必要な事項を定めたものである。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業 務 名  七尾版GoToトラベル推進事業クーポン管理・配布等業務委託 

（２）業務内容  別紙「仕様書」による。なお、その他必要と認める事項は企画書にて提案する 

こと。 

（３）業務期間  契約締結日から令和５年（２０２３年）３月３１日（金）までとする。 

（４）限 度 額  金２億５百万円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

         うち、クーポン分は２億円（非課税）とする。 

 

３ 委託業者選定方法 

 企画提案書公募によるプロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

 次に掲げる条件をすべて満たしている事業者であること。 

（１） 法人格を有し、過去５年度以内（平成２９年度から令和３年度まで）に他自治体で割引ク

ーポン管理・配布等に関する業務、又は、本業務と同種又は類似業務を請負ったことがあ

り、本業務委託内容を十分に理解した上で業務を円滑に遂行できること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、または 

   民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされて 

いない者であること。 

（３）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に 

規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれら 

の利益となる活動を行う者でないこと。 

 

５ プロポーザルへの参加方法 

（１）提出書類 

①七尾版GoToトラベル推進事業クーポン管理・配布等業務委託参加申込書 １部（様式第１号） 

②七尾版GoToトラベル推進事業クーポン管理・配布等業務委託企画提案書 

表紙１部（様式第２号） 

③ 会社概要及び業務実績書  ５部（様式第３号） 

④ 業務実施体制調書     ５部（様式第４号） 

⑤ 企画提案書        ５部（任意様式） 

   企画提案書は、下記の内容を含んだものとし、簡潔明瞭にまとめること。なお、法人の名称

や社章その他法人が特定できるようなものは一切記載しないこと。 



   ・業務の実施方針（コンセプト）、業務手法、業務フロー、業務スケジュール、見積金額、 

その他企画提案に必要な事項 

（２）提出先 

〒９２６-８６１１ 石川県七尾市袖ケ江町イ部２５番地 

 七尾市役所 産業部交流推進課  ＴＥＬ（０７６７）５３-８４２４ 

（３）提出方法 

交流推進課へ持参または郵送  

なお、持参の場合は、土・日曜日・祝日を除く午前９時から午後５時までとし、郵送の 

場合は、必ず「配達記録便」として発送すること。 

（４）提出期限 

  ①参加申込書 

令和４年４月１３日（水）午後５時まで【必着】 

  ②企画提案書 

令和４年４月１９日（火）午後５時まで【必着】 

 

６ 質問の受付及び回答 

（１）質問の受付 

提出書類の作成に関し、質問がある場合は、質問書（様式第５号）により電子メールで  

送付すること。 

① 受付期間 

令和４年４月５日（火）～令和４年４月１３日（水） 

② 提出先 

   七尾市産業部交流推進課 

   E-mail:koryu-s@city.nanao.lg.jp 

     なお、メールの標題には「プロポーザルに関する質問（事業者名）」と記載のうえ、本 

文には、①事業者名、②担当者名、③担当者連絡先（電話番号）を必ず記載すること。 

（２）質問に対する回答 

   随時七尾市ホームページに掲載し、質問者に対しては参加申込書に記載のメールアドレス宛 

に返信する。 

 

７ 審査方法及び候補事業者の選定 

   プロポーザルの審査は、以下のとおり実施する。 

（１）参加資格者から期限までに提出された書類に基づいて、審査委員会委員へのプレゼンテー 

ションを行い、七尾市が定める基準により審査した結果、最高評価の１事業者を契約候補 

者とする。なお、契約候補者に契約することができない何らかの事由が発生した場合は、 

次順位者の繰り上げにより新たな契約候補者として手続きをする。 

（２）審査方法は、別表「審査採点表」に基づき、審査項目ごとに評価を行うものとする。 

（３）実施方法については、以下のとおりとする。 

  ① 実施方法 



   ・プレゼンテーション  ２０分以内 

   ・質疑応答       １０分以内 

  ② その他 

・提出書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、当日追加での資料は認めない 

ものとする。 

・説明に際し、パワーポイントその他パソコンの使用は可とし、スクリーン及びプロジェク 

ターは市で用意する。 

・ノートパソコンその他必要な備品は各自で準備すること。 

・審査結果は、後日、全ての参加者に書面で通知する。なお、審査の過程や参加者ごとの 

評価の詳細については、公表しない。 

 

８ プロポーザル募集から受注者決定までのスケジュール 

募集から業務委託の受注者の決定までのスケジュールは以下のとおりとする。 

令和４年４月５日（火） 

令和４年４月１３日（水） 

令和４年４月５日（火）～４月１３日（水） 

令和４年４月６日（水）～４月１５日（金） 

令和４年４月１９日（火） 

令和４年４月２２日（金） 

令和４年４月２５日（月）頃 

令和４年４月下旬 

プロポーザル募集開始 

参加申込書の提出期限 

質問受付期間 

質問回答期間 

企画提案書等の提出期限 

評価(プレゼンテーションの実施) 

契約候補者決定 

契約の締結（見込み） 

 

９ その他 

（１）本プロポーザルに要した費用は、提案者の負担とする。 

（２）企画提案書や会社概要その他提出した書類に虚偽や偽造があった場合は、失格とする。 

（３）提出書類は、返却しない。 

 


